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本資料は、国が示した新たな地域医療構想に関する令和７
年度の検討会の状況についてまとめています。

１. 新たな地域医療構想に関する現在の国の検討状況
２. 構想区域と協議の場
３. 医療機関機能
４． 介護との連携

目次 新たな地域医療構想に関する国の検討会内容について
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 地域医療構想とは、中長期的な人口構造や地域の医療ニーズの変化を見据え、
医療機関の機能分化及び連携を進め、良質かつ適切な医療を効率的に提供でき
る体制の確保を目的とするものである。

 現行の地域医療構想は、2025年に向けて、病床機能報告や地域医療構想調整会
議、地域医療介護総合確保基金の活用等を通じて、病床機能の分化及び連携の
取組みを進めてきた。

 2026年度以降の地域医療構想（「新たな地域医療構想」）については、国の方
で検討が進められ、2040年に向けた状況や課題、目指すべき医療提供体制等の
検討内容のとりまとめが令和６年12月に行われた。

 令和７年度は「地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」が設置され、令
和７年８月末時点で３回検討会が実施された。

１. 新たな地域医療構想に関する国の検討状況 ～これまでの経緯～
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1. 新たな地域医療構想に関する国の検討状況（抜粋）

【検討会での検討事項】
・地域療構想の策定及び施策の実施に必要な事項
（新たな地域医療構想の具体的内容、現行の地域医療構想の進捗等）
・医療計画の策定及び施策の実施に必要な事項
・医師確保計画及び医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージに関する事項
・外来医療計画に関する事項
・その他本検討会が必要と認めた事項

【具体的な検討会のスケジュール】
７月～ 議論開始
秋頃 中間とりまとめ
12月～３月 とりまとめ
→ガイドライン及び医療計画指針（外来、在宅、医師確保）の発出

 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会を実施し、令和７年度中にとりまとめを行う。

（R7.7.24第1回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会）



【参考】新たな地域医療構想 ～国のとりまとめ概要～

第１～３回の検討会
で主に議論されてい
る項目
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（R7.8.27第３回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料抜粋）

地域医療構想
で検討

２. 構想区域と協議の場 ～構想区域と二次医療圏の役割～
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（R7.8.27第３回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料抜粋）
２. 構想区域と協議の場 ～区域で検討する医療～

一部の医療に
ついては他区
域での提供も
検討する
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●医療機関機能に着目して地域の実情に応じて、「治す医療」を担う医療機関と
「治し支える医療」を担う医療機関の役割分担を明確化し、医療機関の連携・再
編・集約化が推進されるよう、医療機関（病床機能報告の対象医療機関）から都
道府県に、地域で求められる役割を担う「医療機関機能」を報告。地域の医療提
供体制の確保に向けて地域で協議を行うとともに、国民・患者に共有。

●二次医療圏棟を基礎とした地域ごとに求められる医療提供機能、より広域な観
点から医療提供体制の維持のために必要な機能を設定。
→従来の構想区域にとらわれず、医療需要の変化や各区域の課題に併せて柔軟に
区域設定を行う。

３．医療機関機能について（抜粋）

 医療機関機能の概要
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３. 医療機関機能 ～地域ごとの機能と広域的な観点の機能～
区域 現在の人口規模

の目安
急性期拠点機能 高齢者救急・地域

急性期機能
在宅医療等連携
機能

専門機能等

大都市型
※東京などの人口の
極めて多い地域にお
いては、個別性が高
く、地域偏在等の観
点も踏まえつつ別途
整理

100万人以上 ・将来の手術等の医療
需要を踏まえ、区域内
に複数医療機関を確保
・都道府県からの依頼
等を踏まえ、地域の医
療機関へ医師を派遣す
る。
※人口20万人～30万人
毎に１拠点を確保する
ことを目標とする。

・高齢者救急の他、頻
度の多い一部手術につ
いても対応

・診療所による在宅
医療の実施が多い場
合、そうした診療所
や訪看ステーション
等の支援
・高齢者施設等から
の患者受入等の連携

・特定の診療科
に特化した手術
等を提供
・有床診療所の
担う地域に根差
した診療機能
・集中的な回復
期リハビリテー
ション
・高齢者等の中
長期にわたる入
院医療等地方都市型 50万人程度 ・将来の手術等の医療

需要を踏まえ、区域内
に１～複数医療機関を
確保
・都道府県からの依頼
等を踏まえ、地域の医
療機関へ医師を派遣す
る。
※人口20万人～30万人
毎に１拠点を確保する
ことを目標とする。

・高齢者救急の対応
・手術等が必要な症例
については地域の医療
資源に応じて、急性期
拠点機能を有する医療
機関へ搬送

・地域の在宅医療の
提供状況に応じて、
在宅医療・訪問看護
の提供や後方支援を
実施
・高齢者施設等から
の患者受入れ等の連
携

※地域の実情に応じて複数の医療機関機能が選択可能。
※区域の人口規模については現在の人口規模に加えて、2040年の人口等を踏まえながらどの区域に該当するか等を地域で検討

（R7.8.27第３回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料抜粋）
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３. 医療機関機能 ～地域ごとの機能と広域的な観点の機能～

※現在の県の区域では該当がありませんが参考に載せています。

区域 現在の人口規模の
目安

急性期拠点機能 高齢者救急・地
域急性期機能

在宅医療等連携
機能

専門機能等

人口の少な
い地域

30万人以下
※20万人未満の地域に
ついては、急性期拠点
機能の確保が可能かど
うか等について特に点
検し、圏域を設定

・手術等の医療資源を
多く投入する医療行為
について集約化し、区
域内に１医療機関を確
保する。
・地域の医療資源に応
じて、高齢者救急・地
域急性期機能や在宅医
療等連携機能を併せて
選択することも考えら
れる。
※大学病院本院が区域
内のある場合、大学が
担う医療の内容等を踏
まえた上で、必要に応
じて大学院本院と別に
医療機関を確保しうる。

・地域の医療資源の範
囲内で高齢者救急の対
応
・手術等が必要な症例
については急性期拠点
機能を有する医療機関
へ搬送

・診療所による在宅
医療の実施が少ない
場合、自ら在宅医療
や訪問看護を提供
・高齢者施設等から
の患者受け入れ等の
連携

・特定の診療科
に特化した手術
等を提供
・有床診療所の
担う地域に根差
した診療機能
・集中的な回復
期リハビリテー
ション
・高齢者等の中
長期にわたる入
院医療等

（参考）
（R7.8.27第３回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料抜粋）
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【参考】 二次医療圏ごとの人口 （第８次神奈川県保健医療計画より抜粋）
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【介護との連携（案）】
 患者像の重複しうる在宅医療と介護保険施設、療養病床の一部の提供体制の検
討にあたっては、それぞれの提供実態等のデータを踏まえてそのあり方の検討が
必要。療養病床は構想区域、二次医療圏単位で確保を検討されるものであること
や、小さな単位での検討の場を多数作ることは、運営上の課題が懸念されること
を踏まえると、構想区域単位等の範囲で、都道府県、市町村、医療関係者、介護
関係者等が将来の提供について検討することとし、圏域内において提供体制につ
いて特に課題がある地域については既存の協議の場も活用しながら、具体的に検
討することとしてはどうか。

 具体的な事項については、在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググ
ループで検討することとしてはどうか。なお、その際、介護との連携については、
関係者が連携の参考とできるよう、知見を集計し共有できるようにすることとし
てはどうか。

４．介護との連携（抜粋） （R7.8.27第３回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料抜粋）
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説明は以上です。
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